
日額 要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

529円 656円 704円 772円 847円 918円 987円

1,058円 1,312円 1,408円 1,544円 1,694円 1,836円 1,974円

1,587円 1,968円 2,112円 2,316円 2,541円 2,754円 2,961円

73円 90円 100円 109円 120円 129円 139円

146円 180円 200円 219円 239円 258円 277円

218円 270円 300円 328円 359円 388円 416円

608円 752円 836円 913円 999円 1,079円 1,158円

1,216円 1,504円 1,672円 1,827円 1,997円 2,158円 2,315円

1,823円 2,256円 2,508円 2,740円 2,996円 3,238円 3,473円

第1段階 1割 1,180円 （食費 300円 ・滞在費 880円 ）

第2段階 1割 1,480円 （食費 600円 ・滞在費 880円 ）

第3段階① 1割 2,370円 （食費 1,000円 ・滞在費 1,370円 ）

第3段階② 1割 2,670円 （食費 1,300円 ・滞在費 1,370円 ）

第4段階 1割 3,511円 （食費 1,445円 ・滞在費 2,066円 ）

第1段階 1割 1,788円 1,932円 2,016円 2,093円 2,179円 2,259円 2,338円

第2段階 1割 2,088円 2,232円 2,316円 2,393円 2,479円 2,559円 2,638円

第3段階① 1割 2,978円 3,122円 3,206円 3,283円 3,369円 3,449円 3,528円

第3段階② 1割 3,278円 3,422円 3,506円 3,583円 3,669円 3,749円 3,828円

第4段階 1割 4,119円 4,263円 4,347円 4,424円 4,510円 4,590円 4,669円

第4段階 2割 4,727円 5,015円 5,183円 5,338円 5,508円 5,669円 5,826円

第4段階 3割 5,334円 5,767円 6,019円 6,251円 6,507円 6,749円 6,984円

要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第1段階 1割 53,640円 57,960円 60,480円 62,790円 65,370円 67,770円 70,140円

第2段階 1割 62,640円 66,960円 69,480円 71,790円 74,370円 76,770円 79,140円

⑦合　計 第3段階① 1割 89,340円 93,660円 96,180円 98,490円 101,070円 103,470円 105,840円

第3段階② 1割 98,340円 102,660円 105,180円 107,490円 110,070円 112,470円 114,840円

第4段階 1割 123,570円 127,890円 130,410円 132,720円 135,300円 137,700円 140,070円

第4段階 2割 141,810円 150,450円 155,490円 160,140円 165,240円 170,070円 174,780円

第4段階 3割 160,020円 173,010円 180,570円 187,530円 195,210円 202,470円 209,520円

短期入所生活介護事業所野菊　ご利用料金表　　

割合

①基本料

（R6.4～）

（1）基本料金

1割

2割

⑥合　計

月額（30日）

3割

1割

2割

③介護職員

処遇改善加算Ⅱ

（①+②×13.6%)

（R6.6～）

⑤食費・滞在費

（R6.8～）

3割

朝食　370円

昼食　580円

夕食　495円

3割

2割

3割

6円

12円

18円

32円

64円

96円

※　食費　1,445円（朝食370円・昼食580円・夕食495円）

1割

2割④小　計

②各種加算

1割



1割

1割

184円

（2）各種加算（共通して加算される費用）

加算項目 算定要件

サービス提供体制

強化加算Ⅲ
6円

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75％以上であ

る場合。

＜通常の送迎の実施地域＞

夜勤職員配置加算Ⅱ 18円
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1名以上上

回っている場合。※要支援1・2の方は対象となりません。

看護体制加算Ⅱ 8円
利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合。

※要支援1・2の方は対象となりません。

（3）その他の加算（該当する利用者に加算される費用）

その他の加算項目 算定要件

送迎加算

（片道）

ご自宅と当事業所間を送迎した場合に算定します。

※曜日（土日祝日）・時間によっては送迎できない場合がござ

います。

　利用料金等の計算は月末締めとし、翌月の10日前後に請求書を発送しますので、請求書の届いた月

の末日までに次の方法でお支払いください。

①　口座振替　　・　　②　窓口支払　　・　　③　銀行振込　

岩見沢市・三笠市・栗山町・美唄市

介護保険給付対象外のサービス

貸出用テレビ利用料金 1日につき　100円

※　冷蔵庫については、ユニットの共同冷蔵庫を無料でご利用できます。

利用料金等の支払方法
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